
                                                           

 

木津川市子ども・子育て会議の委員について 

 

   

 

1 委員会設置根拠 

   

木津川市子ども・子育て会議条例 

 

平成 25 年10 月1 日施行（条例委員定数 25 人以内 実員数25 名） 

 

2 委員会の委員について 

 

    身  分 木津川市非常勤特別職の職員となります 

 

任  期 委嘱した日から当該計画策定完了の日まで 

(平成 28 年4 月1 日～平成 30 年3 月 31 日) 

 

委員構成 ①子どもの保護者 ②事業主を代表するもの ③教育関係者 

 ④労働者を代表するもの⑤子ども・子育て支援に関する事 

業に従事する者⑥学識経験者 ⑦市長が必要と認める者に 

ついて委嘱 

 

3 その他 

    

委員報酬   委員長 9,000 円（日額） 

 

         委 員 8,000 円（日額） 
                      
   (木津川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等に基づく) 
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